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平成２８年美郷町議会第３回定例会議事日程 

             （第 １２ 号） 

 

平成２８年 ９月 ６日（火） 午前 ９時３０分 開会  

順序 事           件 

１ 会議録署名議員の指名 

２ 会期の決定 

３ 陳情の委員会付託 

４ 議案の上程、説明 

【条例案】 

議案第４９号 美郷町税条例等の一部を改正する条例の制定について 

議案第５０号 美郷町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

議案第５１号 美郷町貸付金の返還債務の免除に関する条例の制定について 

議案第５２号 美郷町中小企業・小規模企業振興基本条例の制定について 

【予算案】 

議案第５３号 平成２８年度美郷町一般会計補正予算（第２号） 

議案第５４号 平成２８年度美郷町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号） 

議案第５５号 平成２８年度美郷町下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

議案第５６号 平成２８年度美郷町国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

議案第５７号 平成２８年度美郷町国民健康保険診療所特別会計補正予算（第

２号） 

【一般事件案】 
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議案第５８号 美郷町第２次長期総合計画基本構想について 

議案第５９号 財産の取得の変更について 

議案第６０号 美郷町道路線の認定について 

同意第 １ 号 美郷町固定資産評価審査委員会の委員の選任について 

同意第 ２ 号 美郷町固定資産評価審査委員会の委員の選任について 

同意第 ３ 号 美郷町固定資産評価審査委員会の委員の選任について 

認定第 １ 号 平成２７年度美郷町歳入歳出決算の認定を求めることについ

て 

【報告事件案】 

報告第 ２ 号 平成２７年度決算に基づく美郷町の健全化判断比率及び資金

不足比率の報告について 

報告第 ３ 号 平成２７年度一般財団法人美郷町開発公社事業実績及び決算

並びに平成２８年度事業計画及び予算の報告について 

報告第 ４ 号 平成２７年度株式会社グリーンロードだいわ第２４期決算並

びに第２５期事業計画及び予算の報告について 
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（ 開会  午前  ９時 ３０分 ） 

●西嶋議長 

おはようございます。 

開会前ではございますが、町長より諸報告の申し出がありますので、これを受けたいと

思います。 

●西嶋議長 

町長。 

●景山町長 

開会前でございますが、ただいま、議長のお許しをいただきましたので、諸報告３件に

つきまして、ご報告をいたします。 

初めに、去る７月３日、日曜日に発生いたしました豪雨災害についてでございます。 

３日の明け方より大田市を中心とした豪雨となり、町内においても、小林において、 

２４時間連続最大雨量１６５ミリ、最大時間雨量は、３９ミリを記録いたしました。この

豪雨による被害状況は、床下浸水２棟、農業災害２１カ所、自治会からの被害報告はこれ

らを含め１４５カ所となり、その内、国の補助災害へ申請予定が７５カ所であります。 

また、避難所２カ所を開設し、数名の避難者の受け入れを行いました。幸いにも、人的

被害はありませんでしたが、被災された皆様には心からお見舞い申し上げますとともに、

復旧に向けて全力を尽くす所存でございます。 

２件目でございますが、７月３１日に開催された島根県消防操法大会についてでござ

います。 

今年度は、小型ポンプの部に粕渕分団が出場されました。川本消防署邑智出張所の職員

の皆様にご指導をいただき、４月１４日から３カ月を超える長い期間訓練を重ねられま

した。 

大会当日は、酷暑の中でございましたが、訓練の成果を遺憾なく発揮され、全体で１０

位、タイムにおいては、全体で２位となる４３．８７秒というすばらしい操法を披露いた

だきました。 

ご指導いただきました邑智出張所の皆様、訓練に熱心に取り組まれた団員の皆様、また

それを支えられたご家族の皆様には、改めて敬意を表しますとともに、応援をいただきま

した皆様へ御礼を申し上げます。 

最後に、工事発注状況についてでありますが、お手元に配付をしております工事発注状

況一覧表をもちまして、報告にかえさせていただきます。 

以上で諸報告を終わります。 

●西嶋議長 

町長の諸報告が終わりました。 

全議員出席であります。 

ただ今から、平成２８年美郷町議会第３回定例会を開会いたします。 
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本日の議事日程は、予めお手元に配布してあるとおりであります。 

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、１番・原議員、２番・福島議員

を指名いたします。 

日程第２、会期の決定を議題といたします。 

お諮りします。 

本定例会の会期は、本日６日から１６日までの１１日間といたしたいと思いますが、こ

れにご異議ございませんか。 

（異議なしの声） 

●西嶋議長 

ご異議なしと認め、本定例会の会期は、本日から１６日までの１１日間とすることに決

しました。 

日程第３、陳情の委員会付託を議題といたします。 

本定例会までに受理いたしております陳情は、お手元に配付いたしております文書表

のとおりでございます。 

会議規則第９５条の規定により、文書表のとおり所管の委員会へ付託いたしますので、

審査調査をお願いいたします。 

日程第４、議案の上程説明を議題といたします。本定例会に提案を受けております。議

案は条例案４件、予算案５件、一般事件案７件、報告事件案３件の計１９件であります。 

議案第４９号から議案第６０号までの１２件、同意第１号から同意第３号までの３件

及び認定第１号並びに報告第２号から報告第４号までの３件、計１９件を一括上程をい

たします。 

はじめに、議案第４９号から議案第５２号までの条例案について、順次提案理由の説明

を求めます。 

●西嶋議長 

住民課長。 

●高橋住民課長 

上程いただきました議案第４９号について説明いたします。 

議案第４９号、美郷町税条例等の一部を改正する条例の制定について。美郷町税条例等

の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものとする。平成２８年９月６日提出。美

郷町長 景山良材。 

この度の改正につきましては大変ボリュームがございますので、できるだけ簡潔に説

明をさせていただきたいと思っておりますけども、多少複雑な説明になろうかと思いま

す。御容赦いただきますようによろしくお願いいたします。 

はじめに、この度の改正の理由でございますが、地方税法並びに所得税法等の一部を改

正する法律が交付をされました。このうち、平成２９年１月１日施行の関連分について、
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町税条例の一部を改正するものでございます。改正条例の構成につきましては、本文を、

２条で構成をさせていただいており、第１条が、町民税に関わる延滞金利子配当等の関連

条項の改正。第２条が、タバコ税に関する経過措置条項の改正となっております。具体の

改正の内容等につきましては、新旧対照表が分かりやすいかと思いますので、そちらの方

で、説明をさせていただきたいと思います。 

新旧対照表につきましては、２つございますけども、新旧対照表１の方をご覧ください。 

まず、改正条例第１条の内容でございますが、第１９条は、住民税の修正申告等があっ

た場合における延滞金の加算期間について、延滞金の計算期間から、一定の期間を控除し

て計算することとされたことに伴う所要の規定の整備でございます。第１項の１号から、

３号の中で、上位法の改正に基づき、文言の改正、削除などを行っております。また、２

ページのところをご覧ください。２ページのところでは、新たに５号及び６号を追加して

おります。これは２号および３号の中に混在していた法人町民税に関する部分のみを４

号及び５号に区分したことによるものでございます。 

続いて、第４３条ですが、こちらは、個人の町民税の普通徴収分に係る規定でございま

す。改正の内容としましては、先ほどの第１９条の法人町民税と同じく修正申告及び更正

請求があった場合の延滞金の計算についての所要の整備となっており、１項から３項ま

では文言の整理を行い、続いて、３ページをごらんください。こちらでは、第４項を新た

に追加しております。この４項では、計算機関から、一定期間を控除することを規定して

ございます。４ページをお願いします。 

続いて、第４８条になります。こちらは、法人町民税の関係でございます。法律改正に

よる文言の整備と、５ページのところで、第５項を追加しております。この５項は、先ほ

どの個人町民税と同様に、法人町民税の修正申告等があった場合の延滞金の計算期間に

おける一定期間の控除について規定をしておるものでございます。 

６ページをお願いします。第５０条です。第５０条は、法人町民税の修正申告があった

場合における不足税額の納付の手続について規定をしております。いずれも法律改正に

合わせての条文の整備となっております。７ページのところで、第４項を追加しておりま

すけども、こちらは、延滞金の計算期間における一定期間の控除について、規定をしてい

るものでございます。 

８ページをお願いします。ここから、附則の関係になります。ここでは第２０条の２を

新たに追加した形になっておりますけども、もともと、この第２０条の２は、第２０条の

３にずらす改正をしております。この新設、第２０条の２では、外国居住者等所得相互免

除法に基づき、外国居住者等で特例適用利子または配当の額に係る所得を分離課税する

ことなどを規定したものとなってございます。少し飛びますけども、１１ページをお願い

します。この１１ページ中段までが、追加した第２０条の２の規定となっております。こ

の続きの第２０条の３でございますが、先ほど申しましたように、１項を加えたことによ

り、条ずれでございますが、２０条の３は、１５ページまでございます。この中では、法
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律改正に基づく条文及び引用条項等の整備をしているものでございます。 

続いて、改正条例第２条の関係をご説明したいと思います。お手数おかけしますけども、

新旧対照表１を閉じていただき、新旧対照表２の方をお開きください。こちらは、町たば

こ税に関する経過措置を規定したものでございますが、この中で、新条例とあるところ、

美郷町条例また、表の中の第９条第３項の規定に係る部分について、引用条項の一部削除

を行うものでございます。先ほど説明した１９条３項で、法人町民税に関わる部分を削除、

移し替えをしたことによるものでございます。 

最後に、この度の改正条例の附則についてご説明いたします。またまたお手数おかけし

ますけども、新旧対照表を閉じていただいて、改正条文の方をお開き下さい。 

終わりから２ページ目になります。附則の第１条でございます。この条例の施行記述を

平成２９年１月１日とするものでございます。第２条では、町民税の経過措置を規定して

ございます。個人の町民税及び法人の町民税いずれもこの新条例の施行の日以後に、納期

限が到来するものから、適用しているものでございます。以上が議案第４９号でございま

す。ご審議のほどお願いいたします。 

続きまして、上程いただきました議案第５０号につきまして、説明をいたします。 

議案第５０号、美郷町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について。美郷

町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものとする。平成

２８年９月６日提出。美郷町長 景山良材。 

改正の趣旨についてご説明いたします。このたびの改正につきましては、先ほどの町税

条例改正と同様に、地方税法及び所得税法の改正に合わせて改正を行うものでございま

す。内容としましては、町民税で分離課税される特例適用の利子、配当等の額を国保税の

算定及び軽減判定に用いる総所得金額に含めるということにするものでございます。 

それでは具体的な改正内容の説明をさせていただきます。新旧対照表の方が分かりや

すいかと思いますので、お手数ですが、新旧対照表をご覧ください。 

１ページ目ですが、今回は附則のみの改正となります。体裁としましては、附則の第１

４項及び１５項をそれぞれ２項ずらして、１６項、１７項としております。その前に新た

な２項として、１４項及び１５項加えているという体裁になってございます。新たに加え

た１４項は、外国居住者等所得相互免除法に基づき、外国居住者等について特例適用利子、

配当所得、譲渡所得、一時所得、雑所得等を国保税の算定及び軽減判定の基礎となる総所

得金額に含めることを規定したものでございます。次の１５項につきましても、同じく外

国人居住者等所得相互免除法に基づき、外国人居住者等について、特例適用配当等の所得

を国保税の所得割算定の総所得に含めることを規定したものでございます。 

新旧対照表を閉じて頂いて、改正条文の方ごらんください。最終ページになります。こ

の改正条例の施行時期につきましては、平成２９年１月１日から施行することを規定し

ております。２の適用区分としまして、改正後の規定は、この条例の施行の日以後に支払

いを受ける外国居住者等所得相互免除法に規定する特例適用利子または配当等について
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適用することを規定するものでございます。以上が議案第５０号でございます。ご審議の

ほどお願いいたします。 

●西嶋議長 

続いて、議案第５１号。 

●西嶋議長 

産業振興課長。 

●烏田産業振興課長 

上程いただきました議案第５１号について説明いたします。 

議案第５１号、美郷町貸付金の返還債務の免除に関する条例の制定について美郷町貸

付金の返還債務の免除に関する条例を別紙のとおり制定するものとする。平成２８年９

月６日提出。美郷町長景山良材。 

提案の理由でございますが、次ページをご覧ください。第１条では、この条例の趣旨を

定めておりまして、町が貸し付けた貸付金の返還債務の免除に関し、必要事項を定めると

しています。第２条では、債務の免除について規定しており、条例中の表に貸付金の種類、

免除の条件、免除の範囲を定めております。貸付金の種類は、免除の条件は１として、疾

病等やむを得ない機関を除き、５年間専業的に農業に従事した時。２として、農業法人等

に雇用された場合においては、疾病等やむを得ない理由による時を除き５年間従事して

いる時。次ページですが、３として、受給者が死亡した時。４として、災害疾病等やむを

得ない理由により返還が困難である時としております。免除の範囲は、条件が１、２の場

合は全額。条件が３、４の場合は一部または全部としております。 

第３条では、この条例に関し、必要な事項は町長が定めることとしております。 

附則として、この条例は交付の日から施行する。以上でございます。よろしくご審議の

ほどお願いいたします。 

続きまして上程いただきました議案第５２号について説明いたします。 

議案第５２号、美郷町中小企業小規模企業振興基本条例の制定について。美郷町中小企

業小規模企業振興基本条例を別紙のとおり制定するものとする。平成２８年９月６日提

出。美郷町長 景山良材。 

提案理由でございます。１ページからごらんください。まず、美郷町が将来にわたり、

豊かで持続可能な社会を継続し、そして生きがいと働きがいを得て、高齢者から若い世代

まで地域で活躍できる社会を実現するためには、働く場であり、生活の安心を保障する中

小企業小規模企業の振興を地域社会の基礎として位置づけ、取り組みを推進していかな

ければなりません。この条例は、美郷町中小企業小規模企業振興に関し、基本理念や方向

性を示し、中小企業小規模企業振興を総合的恒常的に推進することを定めた条例です。 

第１条では、その目的を定め、中小企業小規模企業の活性化を図り、住民生活の向上に

寄与することを目的としています。第２条では、この条例に掲げる用語の定義を行ってお

ります。中小企業小規模企業商工会について根拠を定めております。第３条では、基本理
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念を定め、中小企業、小規模企業が地域経済へ重要な役割を果たしていることを基本認識

として企業の主体的な努力の尊重、関係機関との連携による成長発展を図ることを推進

すると規定をしております。第４条では、基本施策について定めております。基本理念に

基づき、企業基盤の維持、発展事業継承及び創業、創出、雇用の安定、ネットワーク構築

の推進、情報収集、発信、資金調達の円滑など７つの項目にわたり規定しております。１

ページ中ほどですが、第５条では、町の責務について定めております。１項では、中小小

規模企業の振興に関する施策を策定し、計画的に実施すると規定し、第２項では、町の予

算執行において受注機会の増大に努めることとしています。第３項では、中小小規模企業

者の地域社会における重要な役割について、住民理解を深めるよう努めることを規定し

ています。第６条では、事業者の役割、第７条では、商工会の役割を定めており、それぞ

れが地域の振興に資するよう規定をしております。次ページをごらんください。第８条で

は、町民の理解と協力について定めており、中小小規模企業が果たす役割を理解し、健全

な発展に協力するよう努めるものと規定しております。第９条では、施策の実施状況の検

証について定め、施策の実施状況について検証を行うよう努めることを規定しておりま

す。第１０条におきましては、施策に必要な財政措置を講ずるものと規定し、第１１条で

は、条例施行に必要な事項は町長が別に定めることとしております。 

なお附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行するとしております。 

以上、議案第５２号についての説明を終わります。よろしくご審議の程お願いいたしま

す。 

●西嶋議長 

続きまして、議案第５３号から議案第５７号までの予算案について順次提案理由の説

明を求めます。 

●西嶋議長 

企画財政課長。 

●井上企画財政課長 

上程いただきました議案第５３号についてご説明を申し上げます。 

議案第５３号、平成２８年度美郷町一般会計補正予算第２号。平成２８年度美郷町の一

般会計補正予算第２号は次に定めるところによる。第１条、歳入歳出の総額に歳入歳出そ

れぞれ１億７５９１万８０００円を追加し、歳入歳出の総額を歳入歳出それぞれ６６億

９４７８万３０００円とする。２、歳入歳出の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額

並びに補正後の歳入予算の金額は、第１表、歳入歳出予算補正による。第２条、地方債の

変更は、第２表地方債補正による。平成２８年９月６日提出。美郷町長景山良材。 

それでは、ご説明を申し上げます。２ページから８ページのうち、第１表、歳入歳出、

予算補正及び明細となる事項別明細の総括については、歳入歳出の明細内訳についてご

説明して、最後に、第２表の地方債補正のご説明を差し上げたいと思います。 

それでは９ページの方をお開きください。歳入です。款８、地方特例交付金、項１、地
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方特例交付金、目１、地方特例交付金。説明のところにございます地方特例交付金ですが、

２万３０００円を減額しております。これは交付額決定によるものです。 

続きまして、中程、款９地方交付税、項１地方交付税、目１、地方交付税。説明のとこ

ろ、普通交付税でございます。これは、交付額決定により、９５４８万９０００円を計上

しております。 

続きまして最下段です。款１１、分担金及び負担金、項１、分担金。目２、農林水産費

分担金３０万円を増額しております。これは、林地崩壊防止事業負担金として、平成２８

年度発生した災害によるものです。その下、目４、災害復旧費分担金。７５０万円を増額

しております。これも平成２８年度現年度災、農地農業施設災害復旧事業の分担金として

増額しております。 

１０ページをお開き下さい。款１１、分担金及び負担金。項２負担金。目１、民生費負

担金。説明の欄です。被措置者負担金。前年度の滞納分を、こちらで１万２０００円増額

をしております。 

款１２、使用料及び手数料。項２、手数料。１、総務費手数料。説明のところございま

す。個人番号通知カード再交付手数料並びに個人番号カード再交付手数料として２万円

並びに２万４０００円。合わせて４万４０００円を増額しております。 

続きまして、款１３、国庫支出金。項１、国庫負担金。１、民生費国庫負担金。節１の

社会福祉費負担金です。これは過年度の生活保護費の実績に伴う還付の金額を４００万

１０００円増額しております。３、児童福祉費負担金。これも同様に、過年度の保育所の

運営費精算金並びに児童入所施設措置費事業費負担金の実績に伴う返還金です。５４９

万４０００円を補正で上げております。 

目３、災害復旧費国庫負担金。これも現年度公共災害の復旧に伴う負担金を２７６０万

円増額しております。 

１１ページをご覧ください。款１３、国庫支出金。項２、国庫補助金。１、民生費国庫

補助金。節１、社会福祉費補助金。説明のところにあります年金生活者支援臨時福祉給付

金。給付費事務補助金を１５万８０００円増額して計上しております。節３、児童福祉費

補助金。節説明にあります子供のための教育並びに保育事業費補助金を７３万９０００

円増額して計上しております。これはシステム改修にあたるものです。 

目３、土木費国庫補助金。節２、道路橋梁費補助金。道路費臨時交付金としまして、町

道久保線の工事費に係るところの増額で１１１万３０００円を増額計上しております。 

その下、５、総務費国庫補助金。区分節２、総務費管理費補助金。これは地方創成推進

交付金として、新たな法人設立、みさとカレッジ委託料相当分のですね。交付金を３７０

０万円減額しております。 

中段をご覧ください。款１４、県支出金、項１、県負担金。１、民生費負担金です。こ

ちら説明の方過年度分の保育所運営費精算金並びに児童入所施設措置費事業費負担金。

これが先ほどの国に対しまして県分の実績に伴う返還額に対して増額をしたものです。
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２７４万７０００円を計上しております。 

続きまして、款１４、県支出金。項２、県補助金。１、総務費県補助金。これは、説明

の欄ごらんください。島根市町村総合交付金並びに電源立地地域対策交付金。生活排水処

理復旧交付金。そして１２ページを見ていだきますと、一番最上段に再生可能エネルギー

導入計画事業費支援事業費補助金。これらを含めまして３５万６０００円を増額して計

上しております。 

引き続き１２ページをご覧ください。１４款県支出金のところです。４、農林水産費県

補助金。節１、農業費補助金です。説明欄をご覧ください。環境保全型農業直接支払基金。

これは見込による増額です。１９万１０００円です。環境保全型農業直接支払い等交付金、

これも見込みによるものですが、減額の８万１０００円を減額しています。 

そして、一番下の段ですね。きのこの里づくり事業補助金、これは新規事業でございま

して１６６万６０００円を計上し、合わせて１７７万６０００円を節で計上しておりま

す。節２、林業費補助金。林地崩壊事業費補助金。先ほどの国庫の分に合わせた平成２８

年度災害の補助金です。 

続きまして、目６、災害復旧費県補助金。説明欄をご覧ください。現年林道災害復旧費

補助金４７４０万並びに農地災害復旧費補助金３６９５万、合わせて８４３５万を計上

しております。 

続きまして、款１４、県支出金。項３、委託金、２、総務費委託金。基幹統計調査費委

託金として、教育委員会で実施されるものです。８０００円増額で計上しております。 

１３ページをご覧ください。款１７、繰越金、項２、基金繰入、目２、減債基金繰入金。

減債基金繰入金として、この度、財政調整基金の繰入と同様に１４００万円減額をしてお

ります。その下、節１、地方福祉振興基金繰入金。これにつきまして、２５００万円減額

をしてあります。これも先ほど同じ理由です。続きまして１４、地域振興基金繰入金。こ

れも財政調整基金繰入金と同様の。一段飛ばしておりました。すみません。１２ページを

もう一度ご覧下さい。すみません。款１７、繰入金、項２、基金繰入金。先ほど話しまし

たように、１番、財政調整基金繰入金、これにつきましては、交付税算定決定による歳入

増に伴う繰入金を取りやめたもので、１億６７００万円減額をしております。 

続きまして、１３ページに戻っていただきまして、款１８、繰越金、項１、繰越金、目、

繰越金です。純繰越金として、２億１６９５万６０００円を計上しております。款１９、

諸収入。項５、受託事業収入。目１、造林受託事業収入。ふるさとの森再生事業助成金と

して、時点修正見込みで５万円を減額しております。 

１４ページをご覧ください。款１９、諸収入、項７、雑入目５、雑入です。節２、総務

費雑入。電子証明料並びに立木補償費としてそれぞれ６０００円、３０００円を合わせて

９０００円を増額しております。節３、民生費雑入。介護保険事業過年度清算金として２

３８万８０００円。児童福祉手当返還金４名分ですが、これを８万円増額しております。

福祉医療助成返還金。これを３０００円増額しまして、合わせて２４７万１０００円こち
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らで、増額をしております。節６、農林水産費雑入、邑智郡農林振興協議会補助金として

６万円計上しております。８、土木費雑入、土木費雑入。こちらにつきましては都賀西ニ

ュータウンの雪害時の共済補償金とそれから川本波多線竹駅前にあります自治会所有の

自転車小屋の保証額、合わせて１１０万８０００円を増額で計上しております。 

続きまして、款２０町債、項１、町債、１、総務費、節１、ユートピア整備事業費。過

疎対策事業債として２６５０万減額をしております。これは四季の杜の専用風呂の整備

の事業の中止計画によるものです。５、過疎対策ソフト事業債。過疎対策事業債につきま

しては、先ほど、みさとカレッジ並びに美郷のカレッジの事務費に係る過疎ソフトの事業

債を３４００万円減額したものです。２０町債、項１、町債、目５、土木債。公共事業債

を１００万円増額して計上しております。目８、災害復旧費、１農林水産施設災害復旧費、

これは、先ほどの現年度災害の補助金の復旧災です。４０７０万を計上しております。２、

公共土木災害復旧費。これも平成２８年の現年災の事業債を１３８０万計上しておりま

す。１０臨時財政対策債。こちらについて、発行債の限度額に伴い１７７０万減額をしと

ります。それでは続きまして、歳出でございます。１６ページをご覧下さい。 

●西嶋議長 

財政課長、あまり細かいことは、説明しなくてもいいです。 

●井上企画財政課長 

はい。１６ページをご覧ください。説明欄におきまして、増減１００万を超える主なも

のについて説明を申し上げます。 

それでは説明をいたします。１６ページ下段の款２総務費、項１総務管理費、５財産管

理費。財産管理費で１２７９万円計上しております。これ基金元積立金並びに手数料。こ

れも土地開発公社並びに土地取得の手数料でございます。 

１７ページをご覧ください。先ほどの続きの財産管理費の中ほどでございますが、上か

ら５段目、その他委託料。これにつきましては、新たな法人、業務の委託等、それからみ

さとカレッジの業務委託に係るものでして、７１０３万６０００円を減額しております。

工事費につきましては、四季の杜専用風呂の事業の関係を取り止める計画をしとりまし

て、２８４８万８０００円を減額しております。２の定住推進費、その他補助金。これつ

きましては、空き家改修２件について１００万円を計上しております。その一番下の段で

す。１２電子計算費、２の電算共同処理費、一部事務組合の負担金として、システム改修

に伴う２５３万７０００円を計上しております。 

１８ページを飛びまして、１９ページをご覧下さい。下段、款３民生費、項１社会福祉

費１社会福祉総務費でございます。一番最下段、臨時福祉給付金です。その他補助金です

が、これは次ページにありますが、年金生活者等臨時福祉給付金とこちらの臨時福祉給付

金の額からそれぞれ３００万円を振り替えたものでございます。 

引き続き、２０ページをご覧ください。款３民生費、項１社会福祉費、３障害者福祉費。

中ほどのところです。１障害者福祉費償還金３７４万１０００円計上しております。これ
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は、地域生活に係る事業並びに自立支援に係る事業について、前年度の償還金を生じてお

ります。２４ページをご覧下さい。款３民生費、項１社会福祉費でございます。目は、４

老人福祉費です。 

●西嶋議長 

ページ数が違っていないですか。 

●井上企画財政課長 

ごめんなさい。２１ページです。すみません。２１ページをご覧ください。失礼しまし

た。 

款３民生費、項１社会福祉費、４老人福祉費でございます。最上段のその他委託料、こ

れにつきましては、生活コーディネーター委託料として１６２万４０００円を計上して

おります。続きまして、その下の段、款３民生費、項２児童福祉費、１児童福祉総務費償

還金。こちらにつきましても、前年度の事業に係るものの償還金として、１０１万７００

０円を計上しております。 

続きまして、２２ページをご覧ください。款４衛生費、項１保健衛生費、１保健衛生総

務費でございます。１保険衛生費総務費の中の他会計繰出。これは、建設改良分として４

４０万計上しております。２保健対策費、その他委託料、これは、胸部ＣＴ検診の受診者

の増に伴う計上でございまして１５６万１０００円を計上しております。続きまして、同

じ項の目３環境衛生費でございます。２８繰出金、環境衛生費、他会計繰出分。これも他

会計の建設改良分の繰り出しでございます。２ 

３ページをご覧ください。款６農林水産事業費、項１農業費、目３農業振興費でござい

ます。１番の農業振興費その他補助金。きのこの里づくりの新たな新規事業によるもので

して、２５０万を計上しております。続きまして、２４ページをお開きください。款６農

林水産業費、項２林業費、目２林業振興費でございます。説明欄、１林業振興費、工事請

負費、これにつきまして、平成２８年度災、林地崩壊に伴う事業を４６７万円、工事費と

して計上しております。 

２５ページをお開きください。款８土木費。項２道路橋梁費、２道路維持費です。１道

路維持費、施設関係委託費並びに工事請負費。これはどちらも平成２８年度災、被災応急

作業並びに公共土木災害６箇所、林道災害２箇所、農林災害１箇所が含まれた工事費でご

ざいます。目３道路新設改良費です。１道路新設改良費。こちらは、町道久保線の改良に

伴いますものでして、この度、工事請負費をすべて測量設計委託費の方に振り替えた計上

になっております。最下段です。款８土木費、項３河川費、１河川総務費。河川維持費、

工事請負費これも同様に平成２８年度河川災害等のところで、河川の堆積物を除去した

もので計上しております。８００万円を計上しております。２６ページをご覧ください。

款８土木費、項６住宅費。１住宅管理費。説明欄にあります修繕費でございます。こちら

は、教員住宅の修繕、旭町営住宅の法面の改修。それから、都賀西の雪害に伴う修繕工事

として、１０１万５０００円を計上しております。 
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２７ページをご覧ください。款１０教育費、項１教育総務費、目１教育委員会費でござ

います。説明欄、自動車借上料でございます。これは、県道君谷川本線の通行制限に伴い

ますスクールバスの小型バス化に伴います借上料の増でございまして、２４０万円を増

額して計上しております。目２、事務局費、１事務局費ですね。臨時職員さん、それから、

そこに嘱託職員の賃金を、それぞれ金額を振り替えて計上しております。２８ページ、２

９ページにつきましては１００万円以上ございませんでした。 

３０ページをご覧ください。款１１災害復旧費、項１農林水産施設災害復旧費でござい

ます。目１農業災害復旧費、こちらにつきましては、平成２８年現年度農業災普及費とし

て、測量設計並びに工事請負費を計上しております。箇所数としては、２５箇所の内、７

箇所を補助金として計上しております。続きまして、目２、農業施設災害復旧費です。こ

ちらも現年の農業施設災害復旧費として計上しております。３５０万並びに工事費４３

００万です。下段、款１１災害復旧費、項２公共施設災害復旧費です。目１土木施設災害

復旧費。こちらも現年度の公共土木災害の復旧について、計上しております。それぞれ測

量設計並びに工事請負費それぞれ５８０万、４１３０万補正で計上しております。歳出の

方は以上でございます。 

歳入、第２表地方債の補正でございます。お手数ですが、６ページをお開き下さい。上

から３段目のユートピア整備費でございます。２６５０万削減しました。四季の杜専用風

呂を取り止めたためです。そこから、２段下の過疎対策ソフト事業債は、みさとカレッジ

委託事業の取り止めによる３４００万円減額。限度額を１億４４７０万としたものです。

中段です。道路整備事業債を町道久保線改良工事の増に伴い、１００万円追加して、限度

額を１億２０９０万円とします。最下段、上から２段目３段目、こちらは、農林水産施設

災害復旧費を４０７０万円。公共土木災害復旧費を１３８０万円。それぞれ追加して、限

度額４３４０万円を２３１０万円にするものとしております。最下段の臨時財政対策債

でございます。１７７０万円減額いたしまして、限度額を１億４０３０万とするものでご

ざいます。合計で申しますと、補正前が、７億９７４０万円、これを２２３０万円減額い

たしまして、補正後の限度額を、７億７５１０万円とするものでございます。 

以上、議案５３号の説明を終わります。ご審議の程よろしくお願いします。 

●西嶋議長 

建設課長。 

●赤穴建設課長 

上程になりました議案第５４号について説明をいたします。 

議案第５４号、平成２８年度美郷町簡易水道事業特別会計補正予算第２号。平成２８度

美郷町の簡易水道事業特別会計補正予算第２号は次に定めるとおりによる。歳入歳出予

算の補正。第１条、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ４８０万円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３億９１１３万７０００円とする。平成２８年９月

６日提出。美郷町長景山良材。 
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それでは、歳入歳出について説明をいたします。６ページをお開きください。 

２歳入、款１、項２、目３の雑収入でございます。説明欄にありますように、水道管移

設工事、町道のニタ合線道路改良に伴います町の簡易水道の移設工事に関わる補償移転

費とてして４０万円を計上しております。これも説明欄に運転・公債費とありますが、歳

出の方で説明いたしますと、改めて経営戦略計画を策定に係る費用ということで計上し

ております。 

それでは次ページ、７ページをお願いします。歳出となります。款１、項１、目１の簡

易水道事業費、先ほど言いましたように、説明欄にありますように８０万円の歳出。二タ

合線の改良工事に伴います水道移転費と。目２の簡易水道建設事業費、これは先ほど言い

ました経営戦略策定に伴います委託費ということで、４００万円計上しております。 

以上が議案第５４号でございますご審議の程よろしくお願いいたします。 

それでは続きまして、議案第５５号の説明をいたします。 

議案第５５号、平成２８年度美郷町下水道事業特別会計補正予算（第２号）。平成２８

年度美郷町の下水道事業特別会計補正予算（第２号）は次に定めるところによる。歳入歳

出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４６８万３０００円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億６５４８万４０００円とする。平成２

８年９月６日提出。美郷町長 景山良材。 

それでは、歳入歳出の説明をいたします。６ページをお願いいたします。まず、２歳入

であります。款１、項１、目１の雑収入、合併浄化槽の関係の雑収入であります。これも

県道の竹、今、工事をやっておりますが、県道の改良に伴います市町村設置型の浄化槽１

基、これを撤去するための補償移転費を６８万３０００円計上しております。 

その下の款４、項１、目１の一般会計繰入金、これがそれぞれ、公共下水道から合併浄

化槽、各それぞれの特別会計分でですね。経営戦略策定に伴います金額を計上しておりま

す。４００万円、合計で４００万となっております。 

それでは、７ページをお願いします。先ほど、歳出歳入の方で説明いたしましたように、

まず公共下水道、目１の公共下水道それから目２、農業集落排水。その下の小規模集合排

水それから８ページにいきますと、それぞれ目２、特定地域生活排水、特定地域生活排水

である建設事業費とういうことで、それぞれ先ほど、歳入の方で説明いたしました経営戦

略策定に伴う委託費を計上しておりますし、また特定地域生活排水の建設工事の関係で、

これは８ページでありますが、工事請負費６８万３０００円を増額したというのが分か

ります。主に若干の工事費の増額はありますが、全体としては、先ほどの簡易水道と同じ

く経営戦略策定に伴う委託費の増額分を今回計上さしております。 

以上が議案第５５号でございます。審議の程よろしくお願いいたします。 

●西嶋議長 

住民課長。 
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●高橋住民課長 

上程になりました議案第５６号について説明をいたします。 

議案第５６号、平成２８年度美郷町国民健康保険特別会計補正予算第２号。平成２８年

度美郷町の国民健康保険特別会計補正予算第２号は次に定めるところによる。歳出予算

の補正、第１条、歳出予算の総額を８億９９４万２０００円とする。平成２８年９月６日

提出。美郷町長 景山良材。 

補正の理由でございますが、退職被保険者に係る医療費の増加に対応するもの及び２

７年度の納付金の確定見込みによる補正が主な内容でございます。 

歳入の補正はございませんので、４ページの歳出からお願いいたします。 

款２、保険給付費、項１、療養諸費、目２、退職被保険者等療養給付費でございます。

補正額８２９万８０００円の増額でございます。当初予算では、１月当たり２０５万円程

度を見込んでおりましたけども、現在１月当たり２７４万５０００円程度になっており

ます。１月当たり大体７０万円程度の差が生じてきておりまして、この不足分について、

増額の補正を行いたいというものでございます。 

次に中の表でございます。項２、高額療養費、目２、退職被保険者等高額療養費、補正

額４０７万６０００円の増額でございます。こちらにつきましても、１月当たり２２万７

０００円程度で見込んでおりましたところ、現在１月当たり５８万円程度ということで、

増加をしておりまして、大体３５万円程度の差が生じてきております。不足分について、

増額補正を行いたいというものでございます。 

続いて下の表でございます。後期高齢者支援金。項１、後期高齢者支援金でございます。

７６１万２０００円のこちらは減額でございます。こちらは２８年度の後期高齢者支援

金の見込により減額とするものでございます。 

５ページをお願いします。款４、項１、目１、いずれも前期高齢者納付金でございます

が、２万５０００円の減額の補正でございます。こちらも２８年度の確定見込によるもの

でございます。 

続いて中の表をご覧ください。款６、項１、一目１、介護納付金についてでございます。

１０４１万２０００円の減額でございます。こちらも２８年度の確定見込みということ

で、２７年度分でございますけども確定見込みによる補正でございます。 

続いて下の表になります。款１１、諸支出金、項１、償還金及び還付加算金、目１、償

還金でございます。５６７万５０００円の増額でございます。２７年度における国及び県

の負担金の確定によります返還によるもので、療養給付分が５３８万６０００円、健康診

査保健指導分が、国県それぞれ１５万円で合計３０万円、合わせて５６８万７０００円の

返還が必要となります。これに対しまして、５６７万５０００円を増額するものでござい

ます。 

以上で議案第５６号の説明を終わります。ご審議のほどお願いいたします。 

続きまして上程いただきました議案第５７号につきましてご説明をいたします。 
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議案第５７号、平成２８年度美郷町国民健康保険診療所特別会計補正予算第２号。平成

２８年度美郷町の国民健康保険診療所特別会計補正予算第２号は、次に定めるところに

よる。歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１２万円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８８４６万３０００円とする。平成２８

年９月６日提出。美郷町長 景山良材。 

補正の理由でございますが、沢谷診療所のエアコンが故障したため、診療に支障を来さ

ないよう急遽、委託料からの流用により対応を行いました。そのため委託費について予算

不足が生じることとなりましたので、その分について増額補正を行いたいというもので

ございます。 

６ページをお願いいたします。歳入です。款２、繰入金、項１、他会計繰入金、目１、

一般会計計繰入金、繰入額１２万円の増額でございます。 

７ページをお願いいたします。歳出でございます。款１、総務費、項１、総務管理費、

目１、一般管理費、節１３の方へ委託料に、こちらが不足となりましたので、１２万円の

増額補正をお願いしたいものでございます。 

以上で議案第５７号の説明を終わります。ご審議の程お願いいたします。 

●西嶋議長 

予算案の説明が終わりました。 

ここで、休憩といたします。再開は１０時５０分といたします。 

 

（ 休憩  午前 １０時 ３４分 ） 

（ 再開  午前 １０時 ５０分 ） 

 

●西嶋議長 

それでは、会議を再開します。 

続いて一般事件案７件のうち議案第５８号から議案第６０号について、順次提案理由

の説明を求めます。 

●西嶋議長 

企画財政課長。 

●井上企画財政課長 

上程いただきました議案第５８号について、ご説明させていただきます。 

議案第５８号、美郷町第２次長期総合計画基本構想について。美郷町第２次長期総合計

画基本構想の策定について、地方自治法第９２条第２項に基づく、美郷町議会基本条例第

１１条第１号の規定により議会の議決を求める。平成２８年９月６日提出。美郷町長 景

山良材。 

説明させていただきます。総合計画については、地域主権開拓のもと、平成２３年５月

２日に地方自治法の一部を改正する法律が公布され、これまでの総合計画における基本
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構想の法的な策定義務がなくなりました。策定及び議会の議決を得るかどうかは、それぞ

れの自治体に判断を委ねられることになりました。 

先の第２回定例会で、議員の発議により制定された美郷町議会基本条例において、総合

計画の基本構想並びに基本計画の位置を議会の議決を得ることを定められました。この

ことから、平成２７年１２月に町長の諮問に応じ、総合計画に関する調査審議をするため

に、審議会が設置され、行革審議会等を兼務された委員による計７回の審議会と５回の庁

舎内の策定委員会を開催して、８月２６日に基本構想部分のみこうした答申を、この度提

案いただき、この度提案をさせていただくものです。 

それでは、２ページをお開きください。第１部、序論の部分から第１章、計画策定の趣

旨です。こちらは本町では、２町村合併後の平成１８年に第１次長期総合計画を策定し、

平成２７年度を目標年次として、町勢振興を図る各種の施策、事業を推進してきました。 

一方、この間、本町を取り巻く社会全体の構成は、大きな転換期を迎え、都市部を含む

全国的な人口減少の到来、社会経済の急速なグローバル化など、さまざまな分野で大きく

変化しています。こうした時代潮流を踏まえ、町の将来像の実現に向けて変化に対応でき

る地域政策の立案、推進が求められています。 

以上を踏まえ、平成２８年度から平成３７年度までの１０年間の長期期間において、新

たな本町の地域づくりの指針として、第２次長期総合計画を策定しました。２、計画策定

方針です。計画策定方針のガイドラインとなる方針は、５つの視点に着目して検討を進め

てまいりました。 

１点目は、住民との協働です。基本構想においては、審議会だけでなく、住民ニーズの

把握及び町民の参加の機会として、美郷未来カフェを４回開催、広く住民の意向を集める

ことのできるワークショップ形式を持って取り組みました。また基本計画においては今

後、パブリックコメントによる意見集約を出がけることとしております。 

２点目の前計画の検証では、これまでの基本施策の展開をしようとしていたそれぞれ

の重点施策部門の達成状況を通して、成果の見極めと課題の把握に努めることとしてお

ります。 

３点目では、財政状況との整合として、いずれの計画遂行においても、財政事情にあい

まった執行が肝要であり、全体での整合性の制度を高め、進めるものとして位置づけてお

ります。 

４点目は、地方における雇用、人口拡大、暮らしをキーワードにした総合戦略が地方創

生により、昨年１２月から推し進められております。実現すべき成果に係る数値目標を初

めとする計画は、総合計画の重点的な政策でも整合させることを定義するものです。 

５点目では、基本計画などでの達成度の目安となる目標は、今後の評価として住民にも

分かりやすい原則、数値をもっての目標値とすることを心がけて策定することとしてお

ります。 

３ページをご覧ください。計画策定の構成と期間です。策定にあたっては、基本構想と
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これに基づく基本計画及び実施計画の構成となります。美郷町が目指す将来や、まちづく

りの理念を示すものを基本構想として、実現化するための分野別施策の体系化と、重点と

なる政策を示した基本計画、それぞれのこうした政策の方法や考えを明らかにして、具体

的事業を示す実施計画、この３つをあわせて総合計画としております。 

計画の策定は、平成２８年度から３７年度までの１０年間としております。 

４ページの方をお開き下さい。第２章、時代の潮流。策定にあたっては、考慮しなけれ

ばならない社会の変革やニーズについて整理をしています。以下項番での概要記述のみ

読み上げます。 

１、国、県ともに人口減少、少子高齢化が進行しています。２、グローバル化、地域間

競争、３、住民が主役となった協働の地域コミュニティが求められています。４、災害の

大規模化、多発への備えが求められています。次ページをお願いします。５、安心できる

医療、福祉環境が重要性を増しています。６、環境問題解決に向けた一人ひとりの行動が

求められています。７、人々の価値観と仕組みが成熟社会に移行しています。８、自治体

運営が転換期を迎えています。９、情報通信技術の発達と普及が社会を変えてきています。

以上、９つの事項を整理して、時代の潮流を勘案していきます。 

７ページをご覧ください。第３章、本町の現状と課題です。１、人口です。本ページか

ら１２ページまでは、まち、ひと、しごと総合戦略における美郷町人口ビジョンに基づき、

美郷町のこれまでの人口推移や人口構成などグラフを用いて、経過の視点や直近の状況

を示し、基本構想への分析要因として挙げております。 

１３ページをお開きください。２産業です。本ページから１８ページでは、町民所得や

総生産額の島根県全体との比較や、本町の産業構造別、職業別の割合や、その生産額事業

規模について、データで示しており、人口に比例した現象、低下の傾向となっております。 

１９ページをお開き下さい。３町民生活です。ホームページから２０ページにおいて、

暮らしの目線から美郷町の医療施設や関係者の状況町内の待機児童の状況を示しており

ます。 

２１ページをお開きください。行財政です。財政指標として、財政力指数住民一人当た

りの歳出額そして健全化比率、実質公債費率、将来負担比率の４つの指標を県内１９自治

体との比較データを示しており、財政状況としては、比較的健全な財政状況となっており

ます。 

第２部の基本構想に入らせていただきます。２３ページをお開きください。 

第１章、将来人口の見通しです。将来への人口動向分析、まち、ひと、しごと総合戦略

における美郷町人口ビジョンでの平成７２年までの各種シミュレーションをこちらでは

掲載しております。今後の社会情勢や、人口動態を踏まえ、本計画の終期においては、時

点修正も必要かとは考えております。 

第２章、目指す将来像です。２７ページをお開き下さい。本計画の理念は、第一次長期

総合計画を継承し、水と緑いきいき輝く夢あふれる協働のまちとして定めます。地域固有
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の魅力である森林と江川の可能性のある資源として位置づけ、活用する生活環境づくり

において、地域が一体となり、積極的な協働によるまちづくりを理念とします。 

２８ページです。目指す将来像は、美郷町が将来どうあるべきか地域特性をいかした自

立的で持続的な社会の創生を目指した総合戦略を投影した暮らしの姿を目指す将来像と

して、美しいまち、ひとくらしにつながるみんなの美郷町をとして掲げました。持続可能

な社会として、具体的な目標人口は、１０年後の平成３７年に４０００人として位置づけ

ました。 

２９ページをお開きください。まちづくりの基本方針は、目指す将来像に向けた町民総

体の行動指針として、３つとしました。地域主権が本流となる中で既存の制度や法令を効

率的、効果的に運用する運営の延長線上において、自治体の判断と責任で、事実的に行動

する経営といった考え方に至った行政経営の基本方針は、３つとしました。３０ページを

お開き下さい。 

３０ページには、まちづくりの理念から目指す将来へと、この後説明を差し上げる分野

別施策を含めた基本構想の体系図となっております。 

３１ページをお開きください。こちらでは、分野別施策を掲げております。１、生活基

盤です。利便性の高い快適な暮らしを実感できるまちとして、７つの課題を挙げておりま

す。１道路交通網の整備、２、土地利用と市街地の整備、３、生活環境の整備、４、情報、

通信の整備、５、環境衛生の充実、６、消防、防災防犯の強化、７、自然環境の保全と活

用です。下段の箇条書きについては、７項目においての美郷町の分野別での方向性を示し

たものです。以下の分野別の施策においても同様な記述となっております。 

次に、３２ページ産業雇用です。人と地域の個性を活かした産業創出と、住みよい町に

より４項目の課題で整理しております。１、地域産業の活性化と新産業の創出、２、農林

水産業の振興、３、商業、工業の振興、４、観光リクリエーション振興です。 

続きまして３３ページを見てください。３、教育です。美郷町を担う心豊かな人づくり

として、人材に趣きをおいた３つの項目を課題として、後、提案があります美郷町教育振

興計画の方向性に同期した内容となっております。１、社会を生き抜く力の育成、２、未

来を担う人材の育成、３、絆と活力のあるコミュニィティの形成です。 

次は３４ページ、４、健康福祉です。８項目の課題を束ねる考えとしては、生涯を通じ

ても心も体も健康で安心できる町を主眼としております。１、保健、医療の充実、２、社

会福祉の充実、３、高齢者福祉の充実、４、障がい者障がい児の福祉の充実、５、児童福

祉の充実、６、母子父子の世帯福祉の充実。７、生活困窮者福祉の充実、８、人権を尊重

し、差別のない社会の実現。最後の５、住民自治、３５ページになります。連帯の絆で支

え合うコミュニティのまち。様々な面で、住民自治の充実の基本と成す考えをする中で、

行財政のあり方や、財政運営のバランスを課題とした４項目の内容を掲げております。 

１、地域住民の充実と協働の精神。２、定住対策の充実。３、効率的な行政運営。４、

財政運営の安定化。以上、第２次美郷町長期総合計画の基本構想についてご説明を差し上
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げました。基本計画については審議会において、大方議論をいただいておりまして、重点

施策の内容などは今後加速度的に整理をすることとして、策定委員会でも調整をしてお

ります。 

この度の基本構想のみの議案については、審議会での答申内容や本会議での活発なご

議論を得て、段階的、丁寧な進め方として取り組んでまいりたいと思います。冒頭、策定

方針で述べましたように、基本計画については、更に民意の集約手法としてパブリックコ

メントをした上で、改めて基本計画について議会へお諮りしたく存じます。 

以上、議案第５８号美郷町第２次長期総合計画基本構想の説明でございます。ご審議の

程よろしくお願いします。 

●西嶋議長 

ここで、議事の進行上、休憩とします。再開は１１時１５分といたします。 

 

（ 休憩  午前 １１時  ７分 ） 

（ 再開  午前 １１時 １８分 ） 

 

●西嶋議長 

会議を再開します。 

先ほど会議録署名議員に指名をいたしました１番・原議員が諸事情により退席いたし

ましたので、３番・栗原議員を会議録署名議員として、追加指名をいたします。 

続きまして、議案第５９号の説明をお願いいたします。 

●西嶋議長 

建設課長。 

●赤穴建設課長 

それでは上程になりました議案第５９号についてご説明いたします。 

議案第５９号、財産の取得の変更について。次のとおり財産の取得を変更したいので、

地方自治法第９６条第１項第８号及び美郷町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得

又は処分に関する条例第３条の規定により、議会の議決を求める。平成２８年９月６日提

出。美郷町長 景山良材。記、１、取得する財産、土地、美郷町粕渕７１番地の２。面積、

５２９．０２㎡。定着物、木造瓦葺２階建、延べ床面４９４．５５㎡。平成２８年６月１

５日議決。２、取得の金額、２１００万円を２２０４万円に変更。３、取得の相手、変更

なし。４、変更の理由、定着物に対する消費税相当分の変更。 

それでは変更の内容につきまして、説明をいたします。この案件は、６月１５日の第２

回定例会議決後のあと、正式な契約の段階になりまして、定着物に係る消費税相当分につ

いて誤認していたということが、不動産仲介業者から報告がありました。当然、不動産仲

介業者に非があるわけでありますが、この不動産につきましては、事業の進捗に必要不可

欠な物件であることから、消費税相当分を当初契約金額に追加するものであります。契約
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金額は消費税相当分で１０４万円となり、変更後の契約金額は２２０４万円となります。

契約の相手方は変更ありません。 

以上が議案第５９号でございます。よろしくお願いいたします。 

それでは続きまして、議案第６０号についてご説明をいたします。 

議案第６０号、美郷町道路線の認定について。次のとおり町道の路線を認定することに

ついて、道路法第８条第２項の規定により議会の議決を求める。平成２８年９月６日提出。

美郷町長 景山良材。記、路線番号４４９。路線名、湯抱別府線。起点、終点、起点が、

美郷町湯抱２４６番地１先。終点、美郷町湯抱３９１番地１先であります。 

それではこの町道認定につきまして、ご説明をいたします。これは、国道３７５号湯抱

工区が完成し、共用が開始された区間の旧国道区間を町道認定していただくものであり

ます。この度、上程した路線は路線番号が４４９号。路線名は湯抱別府線でございます。

国道３７５号湯抱校区が完成し、町道に移管する条件としておりました修繕箇所等が終

了したことから、この度、町道認定をお願いするのであります。区間延長は３１４９ｍ、

幅員は５ｍから、４７ｍでございます。 

以上が議案第６０号でございます。よろしくお願いいたします。 

●西嶋議長  

続いて同意第１号から同意第３号の同意案件３件について、順次提案理由の説明を求

めます。 

●西嶋議長 

町長。 

●景山町長 

同意第１号、同意第２号、同意第３号についてご説明を申し上げます。美郷町固定資産

評価審査委員会の委員の３人の方につきまして、１１月４日に任期満了となります。引き

続き同じ３人の方を委員として選任したいので、議会の同意をお願いするものでござい

ます。詳細は総務課長をもって説明いたさせます。以上。 

●西嶋議長 

総務課長 

●小田総務課長 

上程いたしました同意第１号から第３号の詳細についてご説明申し上げます。 

固定資産評価審査委員会は、地方税法第４２３条第１項により、固定資産の価格に関す

る不服を審査するため設置しております。 

定数は町税条例により３人、任期は地方税法により、３年となっております。 

選任は、町税の納税者または固定資産の評価に学識経験を有する者から、議会の同意を

得て選任することとなっております。 

提案理由は、平成２８年１１月４日に現在の３人の委員の方の任期が満了となるため

であります。引き続き就任いただきたく同意第１号として住吉敬司さん、同意第２号とし
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て、福島巧さん、同意第３号として、高橋智惠さんを、地方税法第４２３条第３項により

選任の同意をお願いするものでございます。 

以上で説明を終わります。 

●西嶋議長 

続いて認定第１号について説明を求めます。 

●西嶋議長 

出納室長。 

●漆谷出納室長 

上程いただきました平成２７年度美郷町歳入歳出決算につきましてご説明いたします。 

認定第１号、平成２７年度美郷町歳入歳出決算の認定を求めることについて、地方自治

法第２３３条第３項の規定により、平成２７年度美郷町一般会計及び特別会計の歳入歳

出決算について、監査委員の意見を付して議会の認定を求める。平成２８年９月６日提出。

美郷町長 景山良材。 

次のページをお願いします。記、会計名、１、平成２７年度美郷町一般会計歳入歳出決

算。２、平成２７年度美郷町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算。３、平成２

７年度美郷町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算。４、平成２７年度美郷町下水道事業特

別会計歳入歳出決算。５、平成２７年度君谷診療所特別会計歳入歳出決算。６、平成２７

年度美郷町国民健康保険特別会計歳入歳出決算。７、平成２７年度美郷町国民健康保険診

療所特別会計歳入歳出決算。８、平成２７年度美郷町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算。 

それでは、平成２７年度美郷町の歳入歳出決算につきまして概要を申し上げます。 

平成２７年度決算につきましては、本年４月１日から２カ月にわたる出納整理期間を

終え、５月３１日に出納を閉鎖いたしました。また、７月２５日から８月９日までの１６

日間監査員のおふたりに決算審査をいただき、８月３０日お示しをしておりますとおり、

全会計にわたって、相違なく適正であるとの決算審査意見をいただいたところでござい

ます。 

さて、平成２７年度決算の認定に供する資料といたしましては、お手元に配布しており

ます２種類の綴りでございます。まず決算書綴りは、一般会計から特別会計にわたって全

８会計の歳入歳出の事項別明細書でございます。またそれとは別に、３つの調書を一括し

て綴っておりますものは、総務課、企画財政課においてそれぞれ作成されたものでござい

ます。 

最初は、総務課からの財産に関する調書でございます。町が所有しております土地、建

物、基金、出資金等に関するものでございます。次に、企画財政課からの歳入歳出決算資

料でございます。実質収支に関する調書をはじめ未収金の状況、基金の状況、地方債の状

況、財政指数等の状況などについてまとめられています。最後に、同じく企画財政課から

の平成２７年度事業実績の調書でございます。 
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それでは、この綴りの上に３種類の見出しをつけておりますが、その中の決算資料とあ

ります企画財政課作成の平成２７年度歳入歳出決算資料の２ページをご覧ください。平

成２７年度会計別決算及び実質収支に関する調書により会計別の決算状況につきまして、

ご報告申し上げます。 

まず、一般会計につきましては、歳入総額７６億３１１３万１２７１円。歳出総額７４

億８１６万１６９８円で歳入歳出差引額２億２２９６万９５７３円となります。また歳

入歳出差し引き額の２億２２９６万９５７３円のうちには、翌年度に繰り越しすべき繰

越免許費繰越額の６０１万２５４５円が含まれており、平成２７年度実質収支額は、２億

１６９５万７０２８円となります。 

次に特別会計でございます。住宅新築資金等貸付事業特別会計でございます。歳入総額

２５０万５０１７円。歳出総額２３４万８１９１円で、歳入歳出差引額、１５万６８２６

円となり、実質収支額も同額の１５万６８２６円でございます。 

次に簡易水道事業特別会計でございます。歳入総額、２億５０２０万１８８４円。歳出

総額、２億５０１５万１５０円で、歳入歳出差し引き額、５万１７３４円となり、実質収

支額も同額の５万１７３４円でございます。 

次に下水道事業特別会計でございます。歳入総額２億４８５９万６０３５円。歳出総額

２億４７６９万８１２０円で、歳入歳出差し引き額は８９万７９１５円となり、実質収支

額も同額の８９万７９１５円でございます。 

次に、君谷診療所特別会計でございます。歳入総額５３１万１４４１円。歳出総額５３

０万７１２１円で、歳入歳出差し引き額は、４３２０円となり、実質収支額も同額の４３

２０円でございます。 

次に国民健康保険特別会計でございます。歳入総額７億８５７４万７１９円。歳出総額

７億８５７４万７１９円で、歳入歳出差し引き額実質収支額ともに０円でございます。 

次に、国民健康保険診療所特別会計でございます。歳入総額７２７４万６６１２円。歳

出総額７２６５万４８１２円で、歳入歳出差し引き額は、９万１８００円となり、実質収

支額も同額の９万１８００円でございます。 

最後に、後期高齢者医療特別会計でございます。歳入総額１億８２６７万１２３７円。

歳出総額１億８２６７万１２３７円で、歳入歳出差し引き額、実質収支額ともに０円でご

ざいます。また一般会計及び特別会計の合計額は、歳入総額９１億７８９０万４２１６円。

歳出総額８９億５４７３万２０４８円で、歳入歳出差し引き額は、２億２４１７万２１６

８円となっています。尚、実質収支額は、繰越明許費繰越額の６０１万２５４５円を差し

引いた２億１８１５万９６２３円となります。以上が会計毎の決算額及び実質収支額で

ございます。 

続いて、次の３ページ、平成２７年度美郷町会計別決算及び実質収支等関する資料の予

算執行率につきまして、ご報告申し上げます。 

この執行率は、予算額と決算額との比率でございます。この表は左から予算額、決算額、
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予算額と決算額の比較。そして予算額と決算額の比較、不納欠損額、収入未済額について

表記したもので、さらにそれぞれ年度対比も行っております。予算執行率につきましては、

表の真ん中よりも少し右側にあります予算額と決算額の比率の欄にあります、平成２７

年度のところをご覧ください。 

上段の一般会計で申しますと、平成２７年度歳入は、９８．４％。平成２７年度歳出は、

９５．６％となっています。以下、特別会計につきましては、各会計の歳入歳出毎の執行

率が記載されていますので、ご覧いただきますようお願いをいたします。 

以上簡単ではございますが、平成２７年度の決算概要の一部を申し上げさせていただ

きました。内容ご精査の上、認定いただきますようによろしくお願いいたします。 

●西嶋議長 

次に、報告事件案３件について順次説明を求めます。企画財政課長。 

●井上企画財政課長 

上程いただきました報告第２号について、ご説明を申し上げます。 

報告第２号、平成２７年度決算に基づく美郷町健全化判断比率及び資金不足比率の報

告についてでございます。地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び

第２２条第１項の規定により、下記のとおり報告する。平成２８年９月６日提出。美郷町

長 景山良材。 

記、以下、表の１、平成２７年度美郷町健全化判断比率のところの表をご覧ください。

１番左、実質赤字比率でございますが、これにつきましては、実質赤字額が標準財政規模

に占める割合を示すものでございます。基本的には一般会計といわゆる普通会計、住宅新

築資金等貸付事業と君谷診療所特別会計のこの２つが対象でございます。美郷町は、黒字

決算でございましたので、こちらの数値の記載はございません。 

続きまして右側の連結実質赤字比率でございます。一般会計他７会計特別会計すべて

の会計の赤字額及び資金不足額を標準財政規模で除して得た数字でありまして、美郷町

は全会計が黒字決算ということでございますので、こちらも数値の記載はございません。 

続きまして、実質公債比率です。これは地方債の元利償還金等が基準標準財政規模に占

める割合を示すものでございます。平成２５年、２６年、２７年の３カ年の平均で、決算

では１３．１％でございます。昨年度は１３．３％でしたので、０．２ポイント改善とし

たということになっております。しかしながら、単年度では昨年１３％、２７年度として

は１３．５％と０．５ポイント予想していることから、次年度は上昇する見込みとして推

察はしております。次ぎに将来負担比率でございます。これは一般会計が将来負担をすべ

き実質的な負債の標準財政規模に対する比率を示したものでございます。６３．９％でご

ざいまして、昨年度の６８．１％と比較をいたしますと、４．２ポイント改善をしており

ます。 

昨年同様、小幅な改善ということになりまして、この要因としましては、トータルとし

て、将来負担増の減少と充当の可能な基金の微増、また基金財政需要額の見込みが増額と
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なっていたためにですね。若干ではありますが、改善を見ているという結果になっており

ます。 

続きまして２番、平成２７年度美郷町資金不足比率でございます。簡易水道特別会計、

下水道特別会計事業とも昨年同様黒字決算でございましたので、資金不足はございませ

んので数値の記載はされておりません。いずれの比率におきましても、早期健全化基準を

下回った結果となっております。今後におきましても、各会計とも効率的な行財政運営を

目指し、より健全性を保つべく取り組んでまいりたいと思います。 

以上、報告第２号について説明をいたしました。 

続きまして、報告第３号についてご説明をさしあげます。報告第３号でございます。 

平成２７年度一般財団法人美郷町開発公社事業実績及び決算並びに平成２８年度事業

計画及び予算の報告について、地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、平成２７

年度一般財団法人美郷町開発公社の事業実績及び決算並びに平成２８年度一般財団法人

美郷町開発公社の事業を計画及び決算報告を別紙のとおり提出する。平成２８年９月６

日提出。美郷町長 景山良材。 

２ページをお開き下さい。平成２７年度の事業実績、決算につきましては、６月７日及

び８日に監査を受けまして、その後、６月の１７日の理事会と評議会で承認をされたもの

でございます。なお、２８年度の事業計画及び予算につきましても同じく、平成２８年６

月の１７日の理事会、評議会において了承されたものでございます。 

概要についてご説明をさせていただきます。平成２７年度美郷町開発公社の事業報告

でございます。（１）ゴールデンユートピアおおち、管理運営業務でございますが、平成

２７年度の施設利用者は、５万５４８１人で、昨年度より、施設全体の入館者は、６６７

７人の減少となりました。これは、水中運動利用者が約６４００人減少したことと、会議

などの利用者が２７０人減少したことが、要因と考えております。施設利用につきまして

は、昨年に続きまして、利率の高い四季の杜の事業に重点的に経営資源を投入いたしまし

た。需要の状況に応じた料金を適切にマネジメントすることで利益の確保を図るととも

に、宿泊事業の補助金のさらなるＰＲをして交流人口を図ってまいりました。また、有料

ゾーンにつきましても、水中運動など自主事業と介護予防事業を受託して町内の利用者

の増加のための努力をしてまいりました。 

次に、②管理運営事業の収入の部でございます。９１９０万２０００円と前年度より４

４７８万７０００円の増額となりました。事業別に見てまいりますと、四季の杜事業が、

対前年比で、売り上げが、８１万９０００円の増。これまでにおいては、最も高い売り上

げとなっております。健康事業では、売上げで１２１万円の増となりました。四季の杜の

事業については、客単価の引き上げや、１昨年より取り組んでおりますウエブ上の代理店

じゃらんの口コミ収集による集中的なプロモーションが功を奏したなのではないかとい

うふうに思っております。 

施設利用事業につきましては、会員数は、一般会員は減少しましたが、水中運動会員が
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増えており、全体としては微増となりました。町内の減少をですね。大田市の会員からの

増員で埋める格好となっておりますが、引き続き、地元邑智地域の町内会員の拡大に努め

る必要を感じております。テニス合宿等でご利用いただく学校などについて、リピーター

が根付きつつあり、顧客のケアを継続的に行ってまいりました。本年度も既に多くの学校、

団体の合宿にご利用いただいております。 

続きまして、３ページをお開き下さい。（２）カヌーの里おおち運営業でございます。

施設利用者は、１万５７６１人で、前年度より３２９４人の増となりました。事業別に入

場者を見てまいりますと、カヌー事業が１２７５人の増。キャンプ場利用者が５８５人増。

トレーラーハウスが４９２人の増となっております。これは一昨年８月の天候不順によ

る利用者の減からの比較によるものが大きいところではありますが、グルメフォンド美

郷町大会の第４回の開催協力など、過去最高の３１９人の選手が参加したことによって、

施設のＰＲができたかというふうに考えております。 

②管理運営事業費でございます。施設利用料金収入は、３４８２万円。２６年度が３３

５２万７０００円でございました。前年比１２９万３０００円の増でございます。主な売

り上げ増の要因としましては、カヌー体験事業が前年度対比で約１５１万４０００円の

増。またトレーラーハウス事業につきましては、８３万５０００円の増。そして、水泳教

室事業の前年対比では６３万１０００円増加しているところによるものです。 

４ページをご覧下さい。４ページからは、決算報告でございます。５ページの貸借対照

表をご覧ください。１資産の部。１、流動資産のところです。流動資産現金預金は昨年に

比べて１２３万５１４４円の増でございます。未収金につきましては、４０万２６７２円

と１８８万７５３３円の減額となっております。主なものだけ説明を申し上げます。流動

資産の合計が１７４３万４７４２円で、昨年に比べて７７万５４８１円の減額となって

います。これは未収金の数字が大きく減ったことを要因として挙げております。２固定資

産の方でございます。（３）その他固定資産、建物付属設備でございます。４４８万８０

０円でございますが、光熱水費における経費節減のため、井戸の方を掘らせていただきま

して、これを４８０万の費用をかけて整備をさせていただきました。減価償却を差し引い

た残りが４４８万８００円となっております。これをもちまして固定資産の合計が２２

９３万５５４２円で、昨年に比べ３７０万５３１９円の増額となっております。これが変

動要因でございます。 

２負債の部です。１流動負債の方がございますが、３行目の未払法人税、こちらの方が

１２４万９０００円。昨年に比べて売上げが好調だったということがございますので、１

０１万９００円の増となっております。未払消費税につきましては、８７万６００円の減

額となっております。流動負債の合計としましては１１９５万１５３３円で、昨年と、そ

う大きな違いはございません。 

３正味財産の部です。一番下の負債及び正味財産合計というところで、当該年度ですが

２２９３万５５４２円と、昨年に比べて３７０万５３１９円。こちらがいわゆる経営面で
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の黒字という形になろうかと思います。 

続きまして６ページでございます。これは先ほどご説明をさせていただきました貸借

対照表の各部門別の数字となっております。時間の関係上、こちらの方ちょっと省略をさ

せて頂きたいと思いますんで、ご了承をください。 

貸借対照表それから正味財産増減表がございますが、１６ページのですね、収支計算書

総括表の方で少し説明をさせていただきます。１６ページをご覧下さい。収入でございま

す。事業活動収支、②の事業収入です。左端のゴールデンユートピアおおちでございます。

施設運営委託収入は、指定管理料で３９８５万円。事業委託収入９３４万５５００円。施

設事業収入が、プール、温泉テニス場などの利用料９６６万７３５６円。健康事業収入が

町から受託しております介護予防事業や健康づくり事業で、１０６３万７９７９円。四季

の杜の事業宿泊事業収入が１５７４万６５５３円。工房事業収入が、３０万４５１０円。

売店収入が６３４万９９３１円。事業の収入合計としましては、９１９０万１８２９円と

なっております。３の雑収入合計１万１８７３円。④ですね。その他収入が３３４万８３

０５円。事業活動収入合計が、９５２６万２００７円でございました。 

次にカヌーの里でございます。右側に移ります。事業収入施設運営委託収入は、指定管

理料の１５６８万円。事業委託収入３０万８０００円。トレ－ラー宿泊事業費は５０３万

２４９０円。工房収入８万９７００円。カヌー事業収入６５８万６５４８円。キャンプ場

収入１３３万４２００円。プール事業収入水泳教室ですが、５２１万１７００円。売店収

入５７万７５６３円で、事業収入合計が３４８２万２０１円でございます。雑収入６万１

８４９円。その他の収入が７万３４３０円。合計で３４９５万５４８０円の事業収入がご

ざいました。法人会計事務局の費用でございますが、指定管理料、３０万を含め４９万５

６１４円でございました。法人会計では、１億３０７１万３１０１円の利用活動収入とな

りました。 

次に事業活動支出でございますが、一番右の合計欄をご覧下さい。こちらについては、

合計欄でご説明させていただきます。売店仕入額ですが、５３８万８２３８円。人件費部

分では、職員給料、手当が２７７０万２６５１円。臨時職員賃金が１６３８万３２９０円

など、ここから福利厚生費までの部分で、合計で６３３４万４５５円となっております。

正規職員現在８名、嘱託員１名、臨時職員６名、パート職員１２名程度で運営しておりま

す。その他主な支出としましては、消耗品４３２万２７２１円。修繕費１６７万４５５１

円。燃料費１９９万７５６円。光熱費２５６９万８９８６円。租税公課費４７７万２５円

委託料として７７１万５８９３円。手数料４９５万２５０５円。事業支出では１億２１３

３万４８１２円となっております。②の管理費支出２５万２０７５円です。③その他の支

出は４８６万１９５２円で事業活動支出は、１億２６４４万９３３９円となりました。事

業活動での収支差額は、４２６万３７６２円となっています。 

続いて、７ページをまたお戻りください。正味財産の７ページですね。正味財産増減額

計算書でございます。当該年度の表の２のですね。経常費用事業費のところの減価償却費、
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が加わっております。こちらはですね。今年度から発生したもんで、先ほどご説明をさし

あげた井戸にかかるものの減価償却費でございます。 

すみません。また８ページの方ご覧下さい。経常外増減の部でございます。（２）経常

外費用計における当期の一般正味財産増減、これが平成２７年度の単年度の会計黒字と

なりまして、その下の一般正味財産期首残高、町の会計では前年度繰越に値するもので、

この２つを加えまして、一般正味財産期末残高繰越金として、翌年度に繰り越すことにな

ります。 

２５ページの方をお開き下さい。平成２８年度事業計画につきましては、時間の関係ご

ざいましてですね。こちらの方はお読み取りいただきまして、ひとつご容赦をいただきた

いというふうに思います。２６ページの美郷町開発公社予算収支計算書の方をお願いし

ます。事業収入でございますが、ゴールデンユートピアにつきましては、予算額を４０７

０万９０００円としております。また、カヌーの里につきましては、１７３８万５０００

円の事業収入です。補助金の収入でございますが、ゴールデンユートピアの方では５０８

３万円、これは町からの指定管理料と介護予防などの受託収入でございます。指定管理料

３９８５万円、受託料１０９８万円としております。同じくカヌーの里につきましては、

指定管理料を１５６８万円。それから事業受託料１９４万４０００円を見込んでおりま

す。 

したがいまして、当期の収入合計はゴールデンユートピアで９１５４万６０００円。カ

ヌーの里で、３５０５万１０００円。それから法人合計でですね、３０万４０００円とい

うことで、全体の予算額を１億２６９０万１０００円と計上しております。 

続きまして、支出でございます。２７ページをご覧ください。ちょっと字がちっちゃい

ですが、一行目でございます。ゴールデンユートピア事業費につきましては８７２７万６

０００円、カヌーの里おおちにつきましては３１９５万１０００円、その下にそれぞれ明

細を掲げておりますが、２８年度も引き続きゴールデンユートピアおおち、カヌーの里の

適正な運営を目指して参ります。 

以上で報告第３号の方終わらせていただきます。どうぞご審議の程よろしくお願いし

ます。 

●西嶋議長 

続いて、報告第４号をお願いします。 

●井上企画財政課長 

続きまして上程いただきました報告書第４号についてご説明を申し上げます。 

報告第４号、平成２７年度株式会社グリーンロードだいわ、第２４期決算並びに第２５

期事業計画及び予算の報告について。地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、第

２４期株式会社グリーンロードだいわの決算報告並びに第２５期株式会社グリーンロー

ドだいわの事業計画の報告を別紙のとおり提出する。平成２８年５月６日提出。美郷町長 

景山良材。 
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平成２７年度グリーンロードだいわの決算事業計画については、６月の１日に監査を

受けまして、６月の２０日の取締役会で承認をいただき、同日２０日の株主総会で承認を

されたものでございます。 

それでは概要についてご説明を申し上げます。２ページの方をお願いします。営業の報

告でございますが、こちらの方もですね。また、これお読み取り頂きたいというふうに思

います。それで、３ページの方をご覧ください。大和荘の営業収入及び営業外収入当期を

含めます過去２２期、２３期の売り上げと、その他の収入について計上しております。 

続いて、会社の概要でございます。主な事業概要、これは昨年に比べまして道の駅グリ

ーンロードだいわの営業を終了しておりますので、それを削除しております。営業拠点並

びに株式の状況については、２３期と変更はございません。４ページをお開き下さい。大

株主様の状況でございますが、こちらも２３期の報告時点とは変更ございません。 

続いて、社員の状況であります。４月１日現在ですね、大和荘におきまして、支配人以

下１６名、５名の職員それから臨時職員１１名の計１６名で営業をしております。この他、

昨年１２月１日よりですね、地域おこし協力隊１名を配備して、営業に協力いただいてお

ります。 

取締役監査会につきましては、ご覧のとおりでございますが、本年の監査役でおられま

した、大利邦夫様がお亡くなりになられましたので、こちらからはお名前を外させていた

だいております。 

決算報告書に参りたいと思いますが、説明の手順として、ご案内をするページが後先し

ますが、ご了承下さい。 

決算報告書の８、ページ数８ページをご覧下さい。営業費の内訳でございます。昨年度

までは、大和荘と道の駅ございましたが、２７年度第２４からは、大和荘のみの営業とな

っておりますので、こちらの数字はすべて大和荘のものとなっております。 

給与手当から始まりまして、雑費までの合計が５２５１万２６０２円でございます。７

ページの損益計算書の方、またご覧ください。先ほど、営業費合計額が中段の３ですね。

販売費及び一般管理費のところで計上をしております。１、売上高、当期売上高７１４９

万７２９７円が、先程の営業報告書の説明をさしあげた大和荘の売り上げでございます。

売上高から、２、売り上げ原価を差し引いた残りの金額４９０７万６０６３円とそこから、

販売費、一般管理費を差し引きますと、マイナスの３４３万６５３９円。これが大和荘に

係る営業の収支になります。この他、営業外の収益としまして雑収入４０６万８９９８円。

利息の部分、３１４８円を加算しまして、４０７万２１４１円。営業外費用が６３万５６

０２円。特別利益、貸倒引当金戻入が１万９０００円。税引き前の当期純損益が６５万４

６０２円。法人税住民税及び事業税を２２万５１８９円を差引ますと登記の純損益が４

２万９４１３円になります。 

９ページの方をご覧下さい。株主資本等変動計算書でございます。資金につきましては、

前期から当期期末残高は変わっておりません。ここから利益余剰金、その他の余剰金でご
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ざいますが、前期末の４７７万５０８円に、先ほど説明をしました当期純利益４２万９４

１３円を加算しまして、当期末残高が、５１９万９９２１円でございます。こちらに、資

本金の１２４０万を加算しまして、純資産が、１７５９万９９２１円となります。 

６ページの貸借対照表の方へまた戻って頂けますでしょうか。資産の部でございます。

流動資産が２０９５万１１１６円。固定資産が３２２万５７４円。資産の合計２４１７万

１６９０円でございます。負債の方の部が、流動負債６５７万１７６９円。資産から負債

を差し引きました純資産が、１７５９万９９２１円で、先程説明いたしました株主資本等

変動計算書の金額となっております。また移ります。 

すみません、１０ページの方をご覧ください。利益余剰金処分計算書でございます。当

末期の処分利益が５１９万９９２１円。内訳としまして、前期繰越利益が４７７万５０８

円。当期純利益が４２万９４１３円。この金額を次期繰越利益とし、５１９万９９２１円

を次期の繰越とさせていただきます。１１ページの方をご覧ください。個別注文票でござ

います。下段の５ですね。１株を当たりの情報に関する注記ございます。１株当たりの純

資産額は、当期利益を加算しまして、７万９６７．４２円でございます。１株当たりの当

期純利益は、１７３１．５０円、こちらは、当期の純利益の発行済みのみの株数でござい

ます。２４８株で割り戻した数字となっております。以上が２４期の事業並びに決算報告

でございます。 

１４ページをご覧下さい。こちらにつきましては、平成２８年度第２５期の事業計画で

ございまして、こちらもお読み取り頂きたいというふうに思います。１５ページですね。

こちらを最後として、ご説明したいと思います。 

第２５期の収支予算でございます。真ん中が２５期の前年度実績、本年度実績として、

真ん中の部分が２５期の収支予算案でございます。収入の部では、売り上げが７１５８万

８０００円を見込んどります。昨年度からの主な増減の見込みとしましては、三江線ツア

ーを４回程度売り上げて、５０万円の収益の増であるとか、神楽大会２回開催しましたり、

５０万の増など色んなそういった部分で、収入源としましたが、なおかつ平成２７年度ま

で、交流館の使用料をですね、みさとカレッジより月１０万円、年間１２０万円頂いてお

りましたが、今期の収入からの見込みはございません。 

仕入れ受託経費２３０１万２０００円、昨年度増減５９万１０００円の増です。粗利益

４８５７万６０００円の対比増減５０万の減額でございます。雑収入につきましては、前

年度の実績４０７万２０００円を計上しております。収入の合計が、５２６４万８０００

円。対比増減５０万円の減でございます。 

続いて、支出の部をご覧ください。第２４期の実績を基本に今年度の予算を計上させて

いただいております。支出の部の合計が５２３３万２０００円で対比増減１８万の減で

ございます。営業利益から支出を差し引いた３１万６０００円。対比増減３２万円。以上

のですね、予算を計上させて頂いております。 

これをもちまして、報告第３号の説明を終わります。以上、ご審議の程よろしくお願い
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します。 

●西嶋議長 

以上で、全議案の説明が終わりました。 

質疑は、８日に日程を取っておりますのでよろしくお願いいたします。 

以上で、本日の議事日程はすべて終了しました。次の会議は８日の木曜日定刻より開き

ます。 

本日はこれをもちまして散会といたします。 

尚、この後、１３時３０分から、この場において全員協議会を開きますのでよろしくお

願いいたします。 

ご苦労さまでした。 

（ 散会  午後 １２時  ６分 ） 


